
区役所からお伝えしたこと 

◼ 地域行事・活動について、閉校後に追加開催しているものも活用条件として設定したい。

→活用条件が厳しすぎると、事業者の参入が少なくなることが懸念される。

◼ この会議について、回数制限や期限はあるのか。

→回数や期間に制限はないが、施設全体を活用しない期間が長くなるほど、

設備が傷んでくる。出来るだけ早期の活用が望ましいと考えている。

◼ 会議ですぐに意見を出すのは難しいので、次回会議は事前に地域の意見をまとめた上で

臨みたい。

1. 舎利寺小学校の跡地活用で特に望まれる要件について

防災拠点機能や地域コミュニティ機能に関すること等、

生野区の小学校跡地活用共通の要件に加え、地域として

望まれる要件を決めていくためにご意見いただきたい。

2. 地域コミュニティ機能について

・学校体育施設開放・生涯学習ルーム事業について、

現在の活動は閉校時点で整理したものであるため、

継続できるように活用条件として設定する方向である。

・地域行事・活動についても、基本的には上記活動と同様に閉校時点で実施されていた

ものを継続できるように活用条件として設定する方向である。

3. 跡地活用の方法について

基本的な事業運営のスキームや費用負担区分(案)、運営チェック体制等をご説明した。

いただいた主なご意見等

今後の流れ

◼ 地域として事業者に求める要件および地域コミュニティ機能の条件の決定に向けて、

議論を深めるとともに、防災拠点機能についても、ご意見いただく。

問合せ 生野区役所 地域まちづくり課 
TEL：06-6715-9017 FAX：06-6717-1163

詳細はこちら
（生野区HP）
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